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（平成25年10月現在の額）

224,000
218,000
212,100
206,100
200,000
194,200
188,200
182,100
176,300
170,200
164,200
158,400
152,300
146,300
140,400
134,400
128,400
122,500

116,500
110,400
104,600
98,600
92,500
86,700
80,600
74,600
68,800
62,700
56,700
50,800
44,800
38,800
32,900
26,900
20,800
15,000



　本来の受給開始年齢から受けられる年金を「特別支給の老齢厚生年金」、受給開始年
齢前に請求することにより受けられる年金を「繰上げ受給の老齢厚生年金」といいます。









平成２５年１０月現在の金額です。





○昭和28年（女性は昭和33年）4月2日以降に生まれた方の特別支給の老齢厚生年金は原則

として受給開始年齢を迎えたときから受けることができますが、希望すれば60歳から受

給開始年齢の前月になるまでの間でも繰上げて受けることができます。

○繰上げ受給の老齢厚生年金の年金額は、本来の受給開始年齢で受ける額から、繰上げ請

求日から本来の受給開始日までの月数ごとに0.5％減額されます。

（例）受給開始年齢が61歳の方が60歳で繰上げ請求した場合

▪繰上げ受給の老齢厚生年金は、本来の年金額から6％（12ヶ月×0.5％）減額されます。

▪この場合の老齢基礎年金は、本来の年金額から30％（60ヶ月×0.5％）減額されます。

※障害をお持ちの方・長期加入者の方・船員または坑内員であった期間が15年以上の方が

繰上げ受給の老齢厚生年金を受給する場合は、上記の年金額に加え、繰上げ調整額（注）

が受給できます。

注：本来の受給開始年齢から受給できる定額部分の年金額を請求日に応じて按分した年金額。

【繰上げ受給の老齢厚生年金を請求する際の注意事項】

① 老齢基礎年金と併せて繰上げ請求をする必要があります。

　（老齢厚生年金のみを繰上げ請求することはできません）

② 繰上げ請求をした時点（月単位）に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。

③ 65歳になるまでは遺族厚生（遺族共済）年金と繰上げ受給の老齢厚生年金をいっしょに

受けることはできません。

④そのほか、繰上げ請求すると以下のことができなくなります。

　▪障害の程度が重くなったときに障害厚生年金を受けること
　▪繰上げ請求を取り消すこと
　▪国民年金に任意加入すること

繰上げ受給前

繰上げ受給後









※特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、ハローワークで求職の申し込みをされた場合は、
年金事務所への届出が必要な場合があります。詳しくはお近くの年金事務所等にお問い
合わせください。



※特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、年金
事務所への届出が必要な場合があります。詳しくはお近くの年金事務所等にお問い合わ
せください。





添付書類は、配偶者の有

無や年金加入状況等により変わります



http://www.nenkin.go.jp/

１３１０　１０１８　００６

＜受付時間＞

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。


